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議案第２号 

白岡市建築基準法等関係手数料条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２７条

の規定に基づき、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に規定する

事務その他建築等関係事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（種類及び金額） 

第２条 手数料を徴収する事務の種類及び金額は、別表のとおりとする。 

（手数料の徴収） 

第３条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務についての申請

があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に徴収する。 

２ 手数料は、その納付後において申請事項を変更し、又は取り消しても 

、還付しない。 

（手数料の減免） 

第４条 次に掲げる建築物、建築設備又は工作物は、別表第１号から第１

０号まで、第３９号、第４０号及び第４５号に規定する手数料について

、２分の１に相当する額を減額する。 

⑴ 学校（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学 

校をいう。）の用に供する建築物、建築設備又は工作物 

⑵ 地方公共団体が公用又は公共用に供する建築物、建築設備又は工作 

 物 

⑶ 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める建築物、

建築設備及び工作物 

２ 次に掲げる建築物、建築設備又は工作物は、別表第１号から第１０号 

まで、第３９号、第４０号及び第４５号に規定する手数料を免除する。 

⑴ 災害による滅失又は毀損のため１年以内に建築するもので、そのこ 

とを証する書面のある建築物、建築設備又は工作物 

⑵ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に基づく都市計画事業、 

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）に基づく土地区画整理 
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事業又は国若しくは地方公共団体の行う道路若しくは河川の工事のた

め、新築し、増築し、改築し、又は移転（解体して移転する場合を含

む。）するもので、そのことを証する書面のある建築物、建築設備又

は工作物 

（委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

（罰則） 

第６条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免

れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超

えないときは、５万円とする。）以下の過料に科する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（白岡市手数料条例の一部改正） 

２ 白岡市手数料条例（平成１２年白岡町条例１１号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表中第３０号から第６６号までを削り、第６７号を第３０号とし、

第６８号から第８４号までを３７号ずつ繰り上げ、同表の備考中第５項

及び第６項を削り、第７項を第５項とする。 

（経過措置） 

３ この条例は、この条例の施行の日（以下「施行日」と言う。）以後に

申請があった許可等に係る手数料について適用し、施行日前までに申請

があった許可等に係る手数料については、なお従前の例による。 

４ 施行日までに申請した行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例による。 
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別表（第２条関係） 

     手数料の金額 

⑴ 建築基準法第６条第１項の規

定に基づく建築物に関する確認

の申請又は同法第１８条第２項

の規定に基づく建築物に関する

計画の通知に対する審査（次号

及び第３号に規定する審査を除

く。） 

ア 床面積の合計が３０平方メー

トル以内のもの  ８，０００円 

イ 床面積の合計が３０平方メー

トルを超え１００平方メートル

以内のもの ２０，０００円 

ウ 床面積の合計が１００平方メ

ートルを超え２００平方メート

ル以内のもの  ３４，０００円 

エ 床面積の合計が２００平方メ

ートルを超え３００平方メート

ル以内のもの  ３６，０００円 

オ 床面積の合計が３００平方メ

ートルを超え５００平方メート

ル以内のもの  ３９，０００円 

カ 床面積の合計が５００平方メ

ートルを超え１，０００平方メ

ートル以内のもの ５８，００

０円 

キ 床面積の合計が１，０００平

方メートルを超え２，０００平

方メートル以内のもの  ７８，

０００円 

ク 床面積の合計が２，０００平

方メートルを超え１０，０００

平方メートル以内のもの  ２３

５，０００円 

ケ 床面積の合計が１０，０００

平方メートルを超え５０，００

手数料を徴収する事務 
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０平方メートル以内のもの  ４

２０，０００円 

コ 床面積の合計が５０，０００

平方メートルを超えるもの  ７

７７，０００円 

⑵ 建築基準法第６条第１項の規

定に基づく建築物に関する確認

の申請又は同法第１８条第２項

の規定に基づく建築物に関する

計画の通知に対する審査（同法

第８７条の４に規定する建築設

備に係る部分が含まれる場合に

限る。） 

ア 昇降機を含む建築物を建築す

る場合は、前号の額に、昇降機

１基ごとに１４，０００円（小

荷物専用昇降機については、５

，０００円）を加算した額 

イ 確認を受けた建築物の計画及

び確認を受けた昇降機の計画の

変更をして建築する場合は、前

号の額に、計画の変更をする昇

降機１基ごとに７，０００円（

小荷物専用昇降機については、

４，０００円 ) を加算した額 

ウ 確認を受けた建築物のみの計

画の変更をして建築物を建築す

る場合は、前号の額 

エ 確認を受けた昇降機のみの計

画の変更をして建築物を建築す

る場合は、昇降機１基ごとに７ 

，０００円（小荷物専用昇降機

については、４，０００円） 

⑶ 建築基準法第６条第１項の規 

定に基づく建築物に関する確認

の申請又は同法第１８条第２項

の規定に基づく計画の通知に対

する審査（建築物のエネルギー

ア 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第１１条

第１項に規定する要確認特定建

築行為が建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律施
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消費性能の向上等に関する法律

（平成２７年法律第５３号）第

１１条第１項ただし書（同条第

２項において準用する場合を含

む。）又は同法第１２条第２項

ただし書（同条第３項において

準用する場合を含む。）に規定

する建築物エネルギー消費性能

適合性判定を行うことが比較的

容易な特定建築行為である場合

に限る。）  

行規則（平成２８年国土交通省

令第５号）第２条第１項第１号

イ又はロの基準に適合する場合

は、第１号の額（昇降機を含む

建築物については、第２号の額 

）に、一の建築物ごとに次に定

める額を加算した額 

（ア） 一戸建ての住宅 

ａ 床面積の合計が２００平

方メートル未満のもの  １

４ , ０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平

方メートル以上のもの  １

６，０００円 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住

宅部分  ２７，０００円 

イ 確認を受けた建築物の計画の

変更をして建築物の建築をする

場合で、要確認特定建築行為が

建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律施行規則第

２条第１項第１号イ又はロの基

準に適合する場合は、第１号の

額（昇降機を含む建築物につい

ては、第２号の額）に一の建築

物ごとに次に定める額を加算し

た額 

（ア） 一戸建ての住宅 

ａ 床面積の合計が２００平

方メートル未満のもの  ７ 
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, ０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平

方メートル以上のもの  ８ 

，０００円 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住

宅部分  １３，５００円 

⑷ 建築基準法第８７条の４にお

いて準用する同法第６条第１項

の規定に基づく建築設備に関す

る確認の申請又は同法第１８条

第２項の規定に基づく建築設備

に関する計画の通知に対する審

査 

ア 昇降機を設置する場合は、１

基ごとに１４，０００円（小荷

物専用昇降機については、５， 

 ０００円） 

イ 確認を受けた昇降機の計画の

変更をして昇降機を設置する場

合は、１基ごとに７，０００円

（小荷物専用昇降機については 

、４，０００円） 

⑸ 建築基準法第８８条第１項に

おいて準用する同法第６条第１

項の規定に基づく工作物に関す

る確認の申請又は同法第８８条

第１項において準用する同法第

１８条第２項の規定に基づく工

作物に関する計画の通知に対す

る審査 

ア 工作物を築造する場合は、一

の工作物ごとに１２，０００円 

イ 確認を受けた工作物の計画の

変更をして工作物を築造する場

合は、一の工作物ごとに５，０

００円 

⑹ 建築基準法第７条第１項又は

第１８条第２１項の規定に基づ

く建築物に関する完了検査（次

号及び第８号に規定する完了検

査を除く。）  

ア 床面積の合計が３０平方メー

トル以内のもの １５，０００

円 

イ 床面積の合計が３０平方メー

トルを超え１００平方メートル

以内のもの ２４，０００円 

ウ 床面積の合計が１００平方メ
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ートルを超え２００平方メート

ル以内のもの  ３４，０００円 

エ 床面積の合計が２００平方メ

ートルを超え３００平方メート

ル以内のもの  ３７，０００円 

オ 床面積の合計が３００平方メ

ートルを超え５００平方メート

ル以内のもの  ４２，０００円 

カ 面積の合計が５００平方メー

トルを超え１，０００平方メー

トル以内のもの ５９，０００

円 

キ 床面積の合計が１，０００平

方メートルを超え２，０００平

方メートル以内のもの  ８２，

０００円 

ク 床面積の合計が２，０００平

方メートルを超え１０，０００

平方メートル以内のもの  ２０

８，０００円 

ケ 床面積の合計が１０，０００

平方メートルを超え５０，００

０平方メートル以内のもの  ３

３１，０００円 

コ 床面積の合計が５０，０００

平方メートルを超えるもの  ６

６６，０００円 

⑺ 建築基準法第７条第１項又は

第１８条第２１項の規定に基づ

く建築物に関する完了検査（同

前号の額に、昇降機１基ごとに１

７，０００円（小荷物専用昇降機

については、１０，０００円）を
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法第８７条の４に規定する建築

設備に係る部分が含まれる場合

に限る。）  

加算した額 

⑻ 建築基準法第７条第１項又は

第１８条第２１項の規定に基づ

く建築物に関する完了検査（建

築物のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律第１１条第１

項に規定する要確認特定建築行

為又は同法第１２条第２項に規

定する要通知特定建築行為であ

る場合に限る。） 

第６号の額（昇降機を含む建築物

については、前号の額）に、次に

定める額を加算した額 

ア 床面積の合計が３０平方メー

トル以内のもの ３，０００円 

イ 床面積の合計が３０平方メー

トルを超え１００平方メートル

以内のもの ５，０００円 

ウ 床面積の合計が１００平方メ

ートルを超え２００平方メ―ト

ル以内のもの  ６，０００円 

エ 床面積の合計が２００平方メ

ートルを超え３００平方メート

ル以内のもの  ７，０００円 

オ 床面積の合計が３００平方メ

ートルを超え５００平方メート

ル以内のもの  ８，０００円 

カ 床面積の合計が５００平方メ

ートルを超え１，０００平方メ

ートル以内のもの １１，００

０円 

キ 床面積の合計が１，０００平

方メートルを超え２，０００平

方メートル以内のもの  １６，

０００円 

ク 床面積の合計が２，０００平

方メートルを超え１０，０００
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平方メートル以内のもの  ４１ 

，０００円 

ケ 床面積の合計が１０，０００

平方メートルを超え５０，００

０平方メートル以内のもの  ６

６，０００円 

コ 床面積の合計が５０，０００

平方メートルを超えるもの  １

３３，０００円 

⑼ 建築基準法第８７条の４にお

いて準用する同法第７条第１項

又は同法第１８条第２１項の規

定に基づく建築設備に関する完

了検査 

昇降機１基ごとに１７，０００円

（小荷物専用昇降機については、

１０，０００円） 

⑽ 建築基準法第８８条第１項に

おいて準用する同法第７条第１

項又は第１８条第２１項の規定

に基づく工作物に関する完了検

査 

一の工作物ごとに１２，０００円 

⑾ 建築基準法第７条の６第１項

第１号又は第１８条第３８項第

１号（これらの規定を同法第８

７条の４において準用する場合

を含む。）の規定に基づく仮使

用の認定の申請に対する審査 

１２０，０００円 

⑿ 建築基準法第４２条第１項第

５号の規定に基づく道路の位置

の指定、変更又は取消しの申請

に対する審査 

５０，０００円 

⒀ 建築基準法第４３条第２項第 ２７，０００円 
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１号の規定に基づく建築の認定

の申請に対する審査 

⒁ 建築基準法第８５条第６項の

規定に基づく仮設建築物の建築

の許可の申請に対する審査 

１２０，０００円 

⒂ 建築基準法第８６条第１項の

規定に基づく一の敷地とみなす

こと等による特例の認定（総合

的設計による一団地の建築物の

特例認定）の申請に対する審査 

ア 建築物の数が２以下である場

合 ７８，０００円 

イ 建築物の数が３以上である場

合 ７８，０００円に２を超え

る建築物の数に２８，０００円

を乗じて得た額を加算した額 

⒃ 建築基準法第８６条第２項の

規定に基づく一の敷地とみなす

こと等による特例の認定（既存

建築物を前提とした総合的設計

による建築物の特例認定）の申

請に対する審査 

ア 建築物（既存建築物を除く。 

）の数が１の場合 ７８，００

０円 

イ 建築物（既存建築物を除く。 

）の数が２以上である場合  ７

８，０００円に１を超える建築

物の数に２８，０００円を乗じ

て得た額を加算した額 

⒄ 建築基準法第８６条の２第１

項の規定に基づく一敷地内建築

物以外の建築物の建築認定の申

請に対する審査 

ア 建築物（一敷地内建築物を除

く。）の数が１の場合 ７８，

０００円 

イ 建築物（一敷地内建築物を除

く。）の数が２以上である場合 

７８，０００円に１を超える

建築物の数に２８，０００円を

乗じて得た額を加算した額 

⒅ 建築基準法第８６条の５第１

項の規定に基づく一の敷地とみ

なすこと等による認定の取消し

６，４００円に現に存する建築物

の数に１２，０００円を乗じた額

を加算した額 
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の申請に対する審査 

⒆ 建築基準法第８６条の６第２

項の規定に基づく建築物の延べ

面積の敷地面積に対する割合、

建築面積の敷地面積に対する割

合、外壁の後退距離又は高さに

関する制限の適用除外に係る認

定の申請に対する審査 

２７，０００円 

⒇ 建築基準法第８６条の８第１

項の規定に基づく全体計画の認

定の申請に対する審査 

２７，０００円 

  

（２１） 建築基準法第８６条の８第３

項（同法第８７条の２第２項に

おいて準用する場合を含む。）

の規定に基づく全体計画の変更

の認定の申請に対する審査 

２７，０００円 

（２２） 建築基準法第８７条の２第１

項の規定に基づく用途の変更に

伴う工事に係る全体計画の認定

の申請に対する審査 

２７，０００円 

（２３） 建築基準法第８７条の３第６

項の規定に基づく用途を変更し

て興行場等とする建築物の使用

に係る許可の申請に対する審査 

１２０，０００円 

（２４） 建築基準法施行令（昭和２５

年政令第３３８号）第１３７条

の１２第６項の規定に基づく既

存建築物の大規模修繕等の認定

の申請に対する審査 

２７，０００円 

（２５） 建築基準法施行令第１３７条 ２７，０００円 
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の１２第７項の規定に基づく既

存建築物の大規模修繕等の認定

の申請に対する審査 

（２６） 建築基準法第１２条第８項の

規定に基づく建築物の台帳に記

載した事項の証明 

４００円 

（２７） 建築基準法第４２条第１項第

５号の規定に基づく道路位置指

定の図書の写しの交付 

４００円 

（２８） 建築基準法第９３条の２の規

定に基づく建築計画概要書等の

写しの交付 

４００円 

（２９） 長期優良住宅の普及の促進に

関する法律（平成２０年法律第

８７号）第５条第１項から第７

項までの規定に基づく長期優良

住宅建築等計画又は長期優良住

宅維持保全計画の認定の申請に

対する審査（次号に規定する審

査を除く。）  

ア 住宅の品質確保の促進等に関

する法律（平成１１年法律第８

１号）第６条の２第３項の確認

書若しくは同条第４項の住宅性

能評価書（いずれも長期優良住

宅の普及の促進に関する法律第

６条第１項第１号に掲げる基準

に適合しているものに限る。）

又はこれらの写しがあるもの 

（ア） 一戸建ての住宅 

ａ 新築の場合  ８，０００ 

円 

ｂ 増築又は改築の場合 １

３，０００円 

ｃ 建築を伴わない場合 １

３，０００円 

（イ） 共同住宅等（共同住宅、長

屋その他の一戸建ての住宅以
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外の住宅をいう。以下この号

において同じ。） 

ａ 新築の場合  １７，００

０円 

ｂ 増築又は改築の場合 ２

５，０００円 

ｃ 建築を伴わない場合 ２

５，０００円 

イ ア以外のもの 

（ア） 一戸建ての住宅 

ａ 新築の場合  ５７，００

０円 

ｂ 増築又は改築の場合  ８

５，０００円 

ｃ 建築を伴わない場合 ８

５，０００円 

（イ） 共同住宅等 

ａ 新築の場合  １２７，０

００円 

ｂ 増築又は改築の場合 １

９４，０００円 

ｃ 建築を伴わない場合 １

９４，０００円 

（３０） 長期優良住宅の普及の促進に

関する法律第５条第１項から第

５項までの規定に基づく長期優

良住宅建築等計画の認定の申請

に対する審査（同法第６条第２

項の規定による申出がある場合

に限る。）  

前号の額に、第１号から第３号ま

でに掲げる手数料を徴収する事務

に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額を加算し、構造計算適合性判

定を要する場合は、一の建築物ご

とに１７４，６００円（構造計算

が大臣認定プログラムにより行わ
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れるものは、１２０，７００円）

を更に加算して得た額 

（３１） 長期優良住宅の普及の促進に

関する法律第８条第１項の規定

に基づく長期優良住宅建築等計

画又は長期優良住宅維持保全計

画の変更の認定の申請に対する

審査（次号に規定する審査を除

く。） 

第２９号ア（ア）及び（イ）並びにイ（ア）及

び（イ）に掲げる住宅の区分に応じ、

それぞれ当該手数料の額に２分の

１を乗じて得た額 

（３２） 長期優良住宅の普及の促進に

関する法律第８条第１項の規定

に基づく長期優良住宅建築等計

画の変更の認定の申請に対する

審査（同条第２項において準用

する同法第６条第２項の規定に

よる申出がある場合に限る。） 

前号の額に、第１号から第３号ま

でに掲げる手数料を徴収する事務

に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額を加算し、構造計算適合性判

定を要する場合は、一の建築物ご

とに１７４，６００円（構造計算

が大臣認定プログラムにより行わ

れるものは、１２０，７００円）

を更に加算して得た額 

（３３） 長期優良住宅の普及の促進に

関する法律第９条第１項の規定

に基づく長期優良住宅建築等計

画の変更の認定の申請に対する

審査 

２，２００円 

（３４） 長期優良住宅の普及の促進に

関する法律第１０条の規定に基

づく地位の承継の承認の申請に

対する審査 

２，２００円 

（３５） 都市の低炭素化の促進に関す

る法律（平成２４年法律第８４

号）第５３条第１項の規定に基

一の建築物ごとに次に掲げる額を

合算した額 

ア 低炭素建築物新築等計画が都
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づく低炭素建築物新築等計画の

認定の申請に対する審査（次号

に規定する審査を除く。）  

市の低炭素化の促進に関する法

律第５４条第１項各号に掲げる

基準に適合していることを示す

書類（住宅の品質確保の促進等

に関する法律第５条第１項の登

録住宅性能評価機関が作成した

もの、同法第６条第１項の設計

住宅性能評価書（都市の低炭素

化の促進に関する法律第５４条

第１項第１号に基づく基準に適

合した等級の評価を受けたもの

に限る。）の写し又は建築物の

エネルギー消費性能の向上等に

関する法律第１４条第１項の登

録建築物エネルギー消費性能判

定機関が作成したものに限る。 

）があるもの 

（ア） 一戸建ての住宅 ５，００

０円 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住

宅部分  １１，０００円 

（ウ） 非住宅用途を含む建築物の

非住宅部分 １１，０００円 

イ ア以外の場合で、建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める

省令（平成２８年経済産業省令 

・国土交通省令第１号）第１０

条第２号イ⑴及びロ⑴に定める

基準に適合するもの 

（ア） 一戸建ての住宅 



16 

 

ａ 床面積の合計が２００平

方メートル未満のもの ４

０，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平

方メートル以上のもの  ４

４，０００円 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住

宅部分  ８０，０００円 

ウ ア以外の場合で、建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める

省令第１０条第２号イ⑵及びロ

⑵に定める基準に適合するもの 

（ア） 一戸建ての住宅 

ａ 床面積の合計が２００平

方メートル未満のもの  ２

０，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平

方メートル以上のもの  ２

２，０００円 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住

宅部分  ３８，０００円 

エ ア以外の場合で、建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める

省令第１０条第２号イ⑴及びロ

⑵又は同号イ⑵及びロ⑴に定め

る基準に適合するもの 

（ア） 一戸建ての住宅 

ａ 床面積の合計が２００平

方メートル未満のもの  ２

９，０００円 
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ｂ 床面積の合計が２００平

方メートル以上のもの  ３

３，０００円 

( イ )  住宅用途を含む建築物の住

宅部分  ５９，０００円 

オ ア以外の場合で、建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める

省令第１０条第１号イ⑴及びロ

⑴に定める基準に適合する非住

宅用途を含む建築物の非住宅部

分 ２６７，０００円 

カ ア以外の場合で、建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める

省令第１０条第１号イ⑵及びロ

⑵に定める基準に適合する非住

宅用途を含む建築物の非住宅部

分 １０２，０００円 

（３６） 都市の低炭素化の促進に関す

る法律第５３条第１項の規定に

基づく低炭素建築物新築等計画

の認定の申請に対する審査（同

法第５４条第２項の規定による

申出がある場合に限る。）  

前号の額に、第１号から第３号ま

でに掲げる手数料を徴収する事務

に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額を加算し、構造計算適合性判

定を要する場合は、一の建築物ご

とに１７４，６００円（構造計算

が大臣認定プログラムにより行わ

れるものは、１２０，７００円）

を更に加算して得た額 

（３７） 都市の低炭素化の促進に関す

る法律第５５条第１項の規定に

基づく低炭素建築物新築等計画

の変更の認定の申請に対する審

変更部分の区分に応じ、第３５号

に掲げる額を合算した額に２分の

１を乗じた額 
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査（次号に規定する審査を除く 

。） 

（３８） 都市の低炭素化の促進に関す

る法律第５５条第１項の規定に

基づく低炭素建築物新築等計画

の変更の認定の申請に対する審

査（同条第２項において準用す

る同法第５４条第２項の規定に

よる申出がある場合に限る。）  

前号の額に、第１号から第３号ま

でに掲げる手数料を徴収する事務

に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額を加算し、構造計算適合性判

定を要する場合は、一の建築物ご

とに１７４，６００円（構造計算

が大臣認定プログラムにより行わ

れるものは、１２０，７００円）

を更に加算して得た額 

（３９） 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第１１条

第１項又は第１２条第２項の規

定に基づく建築物エネルギー消

費性能適合性判定の申請に対す

る審査 

一の建築物ごとに次に掲げる額を

合算した額 

ア 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第２９条

第３項に規定する他の建築物に

ついて、当該建築物が記載され

た同条第１項に規定する建築物

エネルギー消費性能向上計画が

同法第３０条第１項の認定又は

同法第３１条第１項の変更の認

定を受けたことを示す書類が提

出された場合 

（ア） 一戸建ての住宅 ５，００

０円 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住

宅部分  １１，０００円 

（ウ） 非住宅用途を含む建築物の

非住宅部分 １１，０００円 

イ ア以外の場合で、建築物エネ
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ルギー消費性能基準等を定める

省令第１条第１項第２号イ⑴及

びロ⑴に定める基準に適合する

もの 

（ア） 一戸建ての住宅 

ａ 床面積の合計が２００平

方メートル未満のもの  ４

０，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平

方メートル以上のもの  ４

４，０００円 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住

宅部分  ８０，０００円 

ウ ア以外の場合で、建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める

省令第１条第１項第２号イ⑵及

びロ⑵の基準に適合するもの 

（ア） 一戸建ての住宅 

ａ 床面積の合計が２００平

方メートル未満のもの  ２

０，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平

方メートル以上のもの  ２

２，０００円 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住

宅部分  ３８，０００円 

エ ア以外の場合で、建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める

省令第１条第１項第２号イ⑴及

びロ⑵又は同号イ⑵及びロ⑴に
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定める基準に適合するもの 

（ア） 一戸建ての住宅 

ａ 床面積の合計が２００平

方メートル未満のもの  ２

９，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平

方メートル以上のもの  ３

３，０００円 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住

宅部分  ５９，０００円 

オ ア以外の場合で、建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める

省令第１条第１項第１号イに定

める基準に適合する非住宅用途

を含む建築物の非住宅部分  ２

６７，０００円 

カ ア以外の場合で、建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める

省令第１条第１項第１号ロに定

める基準に適合する非住宅用途

を含む建築物の非住宅部分  １

０２，０００円 

（４０） 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第１１条

第２項又は第１２条第３項の規

定に基づく建築物エネルギー消

費性能適合性判定の変更の申請

に対する審査 

前号に定める額に２分の１を乗じ

て得た額 

（４１） 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第２９条

一の建築物ごとに次に掲げる額を

合算して得た額 
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第１項の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の認

定の申請に対する審査（次号に

規定する審査を除く。）  

ア 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第３０条

第１項各号に掲げる基準に適合

していることを示す書類（住宅

の品質確保の促進等に関する法

律第５条第１項の登録住宅性能

評価機関が作成したもの、同法

第６条第１項の設計住宅性能評

価書（建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律第３

０条第１項各号に基づく基準に

適合した等級の評価を受けたも

のに限る。）の写し又は建築物

のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第１４条第１項の

登録建築物エネルギー消費性能

判定機関が作成したものに限る 

。）があるもの 

（ア） 一戸建ての住宅 ５，００

０円 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住

宅部分  １１，０００円 

（ウ） 非住宅用途を含む建築物の

非住宅部分 １１，０００円 

イ ア以外の場合で、建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める

省令第１０条第２号イ⑴及びロ 

⑴に定める基準に適合するもの 

(ア)  一戸建ての住宅 

ａ 床面積の合計が２００平
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方メートル未満のもの ４

０，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平

方メートル以上のもの  ４

４，０００円 

(イ)  住宅用途を含む建築物の住

宅部分  ８０，０００円 

ウ ア以外の場合で、建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める

省令第１０条第２号イ⑵及びロ 

⑵に定める基準に適合するもの 

（ア） 一戸建ての住宅 

ａ 床面積の合計が２００平

方メートル未満のもの ２

０，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平  

方メートル以上のもの  ２  

２，０００円 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住

宅部分  ３８，０００円 

エ ア以外の場合で、建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める

省令第１０条第２号イ⑴及びロ

⑵又は同号イ⑵及びロ⑴に定め

る基準に適合するもの 

(ア)  一戸建ての住宅 

ａ 床面積の合計が２００平

方メートル未満のもの ２

９，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平
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方メートル以上のもの  ３

３，０００円 

(イ)  住宅用途を含む建築物の住

宅部分  ５９，０００円 

オ ア以外の場合で、建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める

省令第１０条第１号イ⑴及びロ

⑴に定める基準に適合する非住

宅用途を含む建築物の非住宅部

分 ２６７，０００円 

カ ア以外の場合で、建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める

省令第１０条第１号イ⑵及びロ

⑵に定める基準に適合する非住

宅用途を含む建築物の非住宅部

分 １０２，０００円 

（４２） 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第２９条

第１項の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の認

定の申請に対する審査（同法第

３０条第２項の規定による申出

を伴う申請に限る。）  

前号の額に、第１号から第３号ま

でに掲げる手数料を徴収する事務

に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額を加算し、構造計算適合性判

定を要する場合は、一の建築物ご

とに１７４，６００円（構造計算

が大臣認定プログラムにより行わ

れるものは、１２０，７００円）

を更に加算して得た額 

（４３） 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第３１条

第１項の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の変

更の認定の申請に対する審査（ 

変更部分の区分に応じ、第４１号

に掲げる額を合算した額に２分の

１を乗じて得た額 
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次号に規定する審査を除く。）  

（４４） 建築物のエネルギー消費性能 

の向上等に関する法律第３１条

第１項の規定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の変

更の認定の申請に対する審査（ 

同条第２項において準用する同

法第３０条第２項の規定による

申出を伴う申請に限る。）  

前号の額に、第１号から第３号ま

でに掲げる手数料を徴収する事務

に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額を加算し、構造計算適合性判

定を要する場合は、一の建築物ご

とに１７４，６００円（構造計算

が大臣認定プログラムにより行わ

れるものは、１２０，７００円）

を更に加算して得た額 

（４５） 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律施行規則

第１３条の規定に基づく軽微な

変更に該当していることを証す

る書面の交付の申請に対する審

査 

ア 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第２９条

第３項に規定する他の建築物に

ついて、当該建築物が記載され

た同条第１項に規定する建築物

エネルギー消費性能向上計画が

同法第３０条第１項の認定又は

同法第３１条第１項の変更の認

定を受けたことを示す書類が提

出された場合 

（ア） 一戸建ての住宅 ２，５０

０円 

（イ） 住宅用途を含む建築物の住

宅部分  ５，５００円 

（ウ） 非住宅用途を含む建築物の

非住宅部分 ５，５００円 

イ ア以外の場合で、建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める

省令第１条第１項第２号イ⑴及

びロ⑴に定める基準に適合する
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もの 

(ア)  一戸建ての住宅 

ａ 床面積の合計が２００平

方メートル未満のもの  ２

０，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平

方メートル以上のもの  ２

２，０００円 

(イ)  住宅用途を含む建築物の住

宅部分  ４０，０００円 

ウ ア以外の場合で、建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める

省令第１条第１項第２号イ⑵及

びロ⑵の基準に適合するもの 

(ア)  一戸建ての住宅 

ａ 床面積の合計が２００平

方メートル未満のもの  １

０，０００円 

ｂ 床面積の合計が２００平

方メートル以上のもの  １

１，０００円 

(イ)  住宅用途を含む建築物の住

宅部分  １９，０００円 

エ ア以外の場合で、建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める

省令第１条第１項第２号イ⑴及

びロ⑵又は同号イ⑵及びロ⑴に

定める基準に適合するもの 

(ア)  一戸建ての住宅 

ａ 床面積の合計が２００平
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方メートル未満のもの  １

４，５００円 

ｂ 床面積の合計が２００平

方メートル以上のもの １

６，５００円 

(イ)  住宅用途を含む建築物の住

宅部分  ２９，５００円 

オ ア以外の場合で、建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める

省令第１条第１項第１号イに定

める基準に適合する非住宅用途

を含む建築物の非住宅部分  １

３３，５００円 

カ ア以外の場合で、建築物エネ

ルギー消費性能基準等を定める

省令第１条第１項第１号ロに定

める基準に適合する非住宅用途

を含む建築物の非住宅部分  ５

１，０００円 

備考

１ 建築基準法第６条第１項又は第１８条第２項の規定による建築物 

に関する確認の申請又は計画の通知を行う場合の床面積の合計の算

定方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものと

する。 

⑴ 建築物を建築する場合（次号に掲げる場合及び移転する場合を

除く。）  当該建築に係る部分の床面積の合計 

⑵ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合（ 

移転する場合を除く。）  当該計画の変更に係る部分の床面積の

２分の１（床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分

の床面積） 
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⑶ 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様

替をする場合（次号に掲げる場合を除く。）  当該移転、修繕又

は模様替に係る部分の床面積の２分の１ 

⑷ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、又はそ

の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合 当該計画の

変更に係る部分の床面積の２分の１ 

２ 建築基準法第７条第１項又は第１８条第２１項の申請に基づく建

築物の床面積は、当該各号に掲げる床面積とする。 

⑴ 建築物を建築した場合（移転した場合を除く。）  当該建築に

係る部分の床面積の合計 

⑵ 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様

替をした場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の

２分の１ 

３ 次の各号に掲げる検査又は申請に対する審査において、床面積の

合計は、建築基準法施行令第２条第１項第４号の規定により算出さ

れた延べ面積とする。 

⑴ 第８号に規定する建築基準法第７条第１項又は第１８条第２１

項の規定に基づく建築物に関する完了検査 

⑵ 第３５号及び第３６号に規定する低炭素建築物新築等計画の認

定の申請に対する審査 

⑶ 第３７号及び第３８号に規定する低炭素建築物新築等計画の変

更の認定の申請に対する審査 

⑷ 第３９号に規定する建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第１１条第１項又は第１２条第２項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査 

⑸ 第４０号に規定する建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第１１条第２項又は第１２条第３項の規定に基づく建築

物エネルギー消費性能適合性判定の変更の申請に対する審査 

⑹ 第４１号及び第４２号に規定する建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第２９条第１項の規定に基づく建築物エネ
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ルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 

⑺ 第４３号及び第４４号に規定する建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律第３１条第１項の規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 

⑻ 第４５号に規定する建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律施行規則第１３条の規定に基づく軽微な変更に該当して

いることを証する書面の交付の申請に対する審査 

４ 第８号に規定する建築基準法第７条第１項又は第１８条第２１項

の規定に基づく建築物に関する完了検査において、床面積の合計は 

、次に掲げる建築物の部分の床面積の合計を減じたものとする。 

⑴ 工場における生産エリア 

⑵ 倉庫における冷凍室、冷蔵室及び定温室 

⑶ データセンターにおける電算機室 

⑷ 大学・研究所等におけるクリーンルーム等の特殊な目的のため

に設置される室 

⑸ 算定対象としない建築物の部分に附属して設置される昇降機 

 

令和７年２月２０日提出 

 

白岡市長 藤井 栄一郎 

 

提 案 理 由 

建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改

正に併せて、建築基準法に基づく事務等の手数料の徴収に関し必要事項を

定めるため、本条例制定の必要を認め、この案を提出するものである。 

 


